
高
知
縣
立
第
三
中
學
校
助
数
諭
心
得

同
縣
立
第
二
中
學
校
数
諭

同
縣
師
範
學
校
赦
諭

福
岡
縣
立
門
司
高
等
女
學
校
数
諭

同
縣
立
小
倉
高
等
女
學
校
赦
諭

同
縣
立
八
女
中
學
校
数
諭

同
縣
立
久
留
米
高
等
女
學
校
助
数
諭
心
得

大
分
縣
師
範
學
校
数
諭

熊
本
縣
立
熊
本
中
學
校
赦
諭

同
縣
立
天
草
中
學
校
数
諭
心
得

同

縣

立
高
等
女
學
校
数
諭

鹿
兒
島
縣
師
範
學
校
教
諭

縣
鹿
兒
島
市
立
商
業
學
校
数
諭

市
立
興
業
學
校
数
諭

朝
鮮
京
城
女
子
高
等
普
通
學
校

同
公
立
高
等
女
學
校
数
諭

福
島
縣
立
工
業
學
校
数
諭

奈
＿
艮
女
子
高
等
師
範
學
校
助
数
諭

東
京
美
術
學
校
助
数
授

石
川
縣
立
工
業
學
校
数
諭

石
川
縣
立
金
澤
第
一
中
學
校
数
諭

山
形
縣
立
鶴
岡
高
等
女
學
校
数
諭

同

縣
同

0
相

馬

正

己

命
令
告
諭
等
ノ
賀
行
ヲ
務
ム
ル
コ
ト

数
室
内
ノ
秩
序
ヲ
正
ス
コ
ト

生
徒
ノ
品
行
勤
惰
ヲ
監
督
シ
若
シ
怠
惰
不
行
状
ノ
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ

之
ヲ
訓
誡
ス
ル
コ
ト

〇
波
根

0
山
本

〇
足
立

啓 昌
義

0
多
賀
谷
健
吉

星
0
柴
田

〇
丸
野

勝
次豊

武
四
郎

河

本

武

夫

同

0
田

中

國

廣

0
五

島

健

〇
甲
斐

0
高
木

0
美
作

武
雄 巌

英
雄

中
島
百
合
枝

首

藤

積

0
荒
川

0
安
藤

淳
好
郎潔

義
茂

関

連

事

項

教
務
・
事
務
分
掌
規
程
改
正

大
正
五
年
一
月
、
本
校
の
教
務

・
事
務
分
掌
規
程
が
改
正
さ
れ
た
。

東
京
美
術
學
校
数
務
分
掌
規
程
（
大
正
五
年
一
月
改
正
）

第
一
條
本
校
赦
務
ヲ
慮
理
ス
ル
タ
メ
各
科
二
主
任
、
理
事
及
赦
室
握
任
ヲ

骰
ク

第
二
條
主
任
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
掌
ル

一
其
科
生
徒
ノ
教
育
ノ
大
網
ヲ
掌
ル
コ
ト

一
其
科
職
員
ノ
取
締
二
閥
ス
ル
コ
ト

一
學
校
長
ノ
諮
詢
二
應
ジ
又
ハ
惹
見
ヲ
學
校
長
二
開
陳
ス
ル
コ
ト

第
三
條
理
事
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
掌
ル

一
其
科
生
徒
ノ
風
紀
ヲ
維
持
ッ
其
取
締
二
任
ス
ル
コ
ト

一
其
科
ノ
特
待
生
及
生
徒
ノ
賞
罰
二
開
ス
ル
コ
ト

一
其
科
二
厩
ス
ル
施
設
請
求
整
理
ヲ
ナ
ス
コ
ト

一
其
科
二
於
ケ
ル
赦
務
一
切
ヲ
管
理
ス
ル
コ
ト

一
其
科
職
員
ノ
勤
務
上
二
闊
ス
ル
コ
ト

第
四
條
主
任
及
理
事
ハ
生
徒
監
卜
協
議
シ
其
職
務
ヲ
行
フ
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
五
條
赦
室
換
任
ハ
主
任
及
理
事
ノ
命
ヲ
承
ヶ
閥
係
赦
官
卜
協
議
シ
左
ノ

事
項
ヲ
掌
ル

第 2章

竹
本

0
山
本

制度改革期

田

内

千

秋

野

島

覺

①
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第
八
條

生
徒
出
鉄
二
開
ス
ル
調
査
及
報
告
ヲ
ナ
ス
コ
ト

生
徒
學
業
成
績
ノ
調
査
ヲ
ナ
ス
コ
ト

数
室
内
ノ
標
本
器
具
及
消
耗
品
ノ
保
管
二
闊
ス
ル
コ
ト

一
教
室
内
ノ
術
生
二
閥
ス
ル
コ
ト

第
六
條
各
學
科
数
官
ハ
数
室
換
任
二
準
ッ
テ
其
職
務
ヲ
行
フ
モ
ノ
ト
ス

第
七
條
理
事
ハ
其
科
数
室
ノ
状
況
二
應
シ
主
任
及
闊
係
数
官
卜
合
議
シ
各

級
生
徒
中
ョ
リ
便
宜
一
人
乃
至
三
人
ヲ
撰
ビ
テ
級
長
副
級
長
ヲ
置
キ
左
ノ

事
項
ヲ
擦
常
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

一
本
校
及
営
該
赦
官
ノ
命
令
博
逹
二
開
ス
ル
コ
ト

其
學
級
ノ
風
紀
秩
序
二
注
意
ス
ル
コ
ト

其
學
級
ノ
衛
生
二
注
意
ス
ル
コ
ト

其
學
級
ノ
赦
室
二
於
ケ
ル
標
本
器
具
ノ
整
置
二
注
意
ス
ル
コ
ト

級
長
副
級
長
ノ
任
期
ハ
一
學
年
ト
ス

旧
規
程
(
lll
頁
）
で
は
各
科
に
主
任
と
教
室
担
任
が
置
か
れ
、
教
務
を
分
担
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
今
回
、
両
者
の
間
に
新
た
に
理
事
と
い
う
役
職
が

置
か
れ
た
。
ま
た
、

「
職
員
ノ
取
締
」
や
「
職
員
ノ
勤
務
上
二
関
ス
ル
コ
ト
」

な
ど
の
新
し
い
と
り
決
め
が
な
さ
れ
た
こ
と
や
生
徒
の
風
紀
取
締
り
強
化
の
二

ュ
ア
ン
ス
が
色
濃
く
な
っ
た
こ
と
な
ど
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
改

革
は
一
部
の
反
感
を
招
き
、
後
述
す
る
東
京
美
術
学
校
改
革
運
動
の
―
つ
の
端

緒
と
な
っ
た
。

次
に
新
し
い
事
務
分
掌
規
程
の
要
点
を
記
せ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

東
京
美
術
學
校
事
務
分
掌
規
程
（
大
正
五
年
一
月
改
正
）

（
前
年
十
二
月
二
十
七
日
任
命
）
を
兼
任
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

tこ

第
一
條
本
校
事
務
ヲ
慮
理
ス
ル
タ
メ
幹
事
及
各
掛
二
主
任
ヲ
置
ク

掛
ヲ
分
チ
テ
庶
務
、
数
務
、
文
庫
、
會
計
ト
ス

第
二
條
幹
事
ハ
校
長
ヲ
輔
佐
シ
事
務
ヲ
管
理
ス

第
三
條
主
任
ハ
其
掛
二
於
ケ
ル
事
務
ヲ
掌
理
ス

第
四
條
掛
員
ハ
其
掛
二
於
ケ
ル
事
務
二
従
事
ス

〔
以
下
各
掛
担
当
事
項
省
略
〕

従
来
の
規
程
で
は
本
校
の
事
務
部
は
四
つ
の
掛
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職

務
を
分
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
今
回
幹
事
と
主
任
の
役
職
を
設
け
、

業
務
の
円
滑
化
を
図
っ
た
。
幹
事
の
職
は
か
つ
て
本
校
創
立
当
時
に
置
か
れ
、

浜
尾
新
校
長
事
務
取
扱
の
も
と
で
は
岡
倉
覚
三
が
、
岡
倉
覚
三
校
長
の
も
と
で

は
久
保
田
鼎
が
任
命
さ
れ
、
明
治
二
十
四
年
の
官
制
改
正
に
よ
り
廃
止
。
以
後

同一
1

一
十
一
年
の
美
術
学
校
騒
動
の
際
一
時
復
活
し
て
久
保
田
鼎
が
こ
れ
に
任
命

さ
れ
、
騒
動
の
収
拾
に
努
め
た
こ
と
を
除
い
て
は
、
本
校
に
は
置
か
れ
て
い
な

か
っ
た
。
本
規
則
制
定
と
同
時
に
大
村
西
崖
が
幹
事
に
任
命
さ
れ
、
生

徒

監

「
芸
位
制
定

②

芸
位
制
定
案

東
京
美
術
学
校
が
作
成
し
た
「
従
大
正
元
年
意
見
書
類
庶
務
係
」

に
付
建
議
」
と
題
す
る
文
書
が
収
録
さ
れ
て

い
る
。
東
京
美
術
学
校
用
箋
に
毛

筆
で
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
冒
頭
に
は
書
記
中
沢
治
之
助
の

正
木
校
長
殿

本
紙
ハ
先
年
澤
柳
次
官
二
差
出
シ
ク
ル
モ
ノ
ニ
テ
当
時
ノ
情
況
卜
今
日
ト
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